
 

三戸地方教育相談室のご案内 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三戸地方教育研究所 

ＴＥＬ ０１７９－２３－３６６６ 

         

適応指導 

 

就学相談 

教育相談 



 

 

 

三戸地方教育相談室  

 

 三戸地方教育相談室では、幼児児童生徒や保護者、学校等からの教育に関す
る相談に応じています。学習、進路、学校生活、不登校、いじめ、子育てなど
に関する相談がありましたら、お気軽にご連絡ください。相談には、電話相談
と来所相談があります。 

 

１ 対象 ・三戸町・田子町在住の幼児、小学生、中学生、高校生とその保護
者の方 

・三戸地方の幼稚園（子ども園）、、保育所（園）、児童館、小学校、
中学校の職員 

 

２ 相談日・時間 

  月曜日～金曜日   電話相談 午前 9時～午後５時 

            来所相談 午前 9時３０分～午後４時３０分 

※ 来所相談を希望される時は、事前に電話で申し込
んでください。 

 

３ 電話番号      ０１７９－２３－３６６６ 

（三戸地方教育研究所内） 

 

４ 教育相談室の場所  三戸町総合福祉センター「ふくじゅそう」3階 

小会議室２ 

             

                 

         

 

   ◇ 学校に行くのをいやがる。 

  ◇ いじめ、からかいがある。 

◇ 気持ちが不安定である。 

   ◇ どのような進路に進めばよいかわからない。 

◇ 勉強が手につかない。勉強がいやになる。 

 ◇ 落ち着きがない。過度に神経質である。 

 ◇ 友達とうまくいかない。 

 ◇ 子育て、しつけに悩みがある。   など 

 

教育相談のご案内 



 

 

三戸地方教育研究所適応指導教室 

 

 学校へ行く気持ちをもちながら、いろいろな理由で登校することができない
児童生徒に対して、相談や支援活動を行うことにより、集団適応力や生活意欲
を高め、学校への再登校を目指します。 

 

１ 対象  不登校傾向及び不登校状態にある三戸地方の小・中学校に在学す
る児童生徒で、本人が希望し、保護者と校長の要請を受けて、三
戸地方教育相談室が入室を適当と認めた者。 

 

２ 開室日時 

 月 曜 日   火 曜 日   水 曜 日 木 曜 日 金 曜 日 

10:00~12:00 

13:00~15:00 

10:00~12:00 

13:00~15:00 

10:00~12:00 

13:00~15:00 

10:00~12:00 

13:00~15:00 

10:00~12:00 

13:00~15:00 

※ 週休日・祝日はお休みです。夏季・冬季など長期休業日は実施しています。 

 

３ 適応指導教室の場所 三戸町総合福祉センター 

「ふくじゅそう」3Ｆ「小会議室２」 

（三戸町在府小路町１７） 

     適応指導教室の様子             

 

 

 

 

【適応相談】 

 ・児童生徒の心の安定を図る相談 

 ・保護者の悩みや不安の軽減 

 

【適応指導】 

 ・遊び、読書などの自由活動 

 ・創作活動、スポーツ、野外活動
などの生活意欲の向上を目指し
た体験的活動 

・教科学習の援助   など 

 

適応指導のご案内 

 適応指導を受けた場合は、学校への出
席日数として扱うことができます。 



 

 

☆ お子さんの就学
しゅうがく

に関してお悩みの保護者の皆様へ！ 

 

 三戸地方教育研究所では、お子さんがより適切な環境で教育を受けることが
できるように、下記のように保護者との相談の機会を設けることにしています。
もし、お子さんの就学に関してお悩みがありましたら、積極的にご活用くださ
い。（相談は無料です） 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学相談のご案内 

☆ 就学相談について 

１ 相談日  月曜日～金曜日 

２ 時間帯  午前９時～午後４時３０分（一人３０分程度） 

３ 場 所  三戸町総合福祉センター「ふくじゅそう」 

         ３階 小会議室２ 

４ 申込み  三戸地方教育研究所へ直接お電話ください. 

             電話で期日や時間を決めます. 

       三戸地方教育研究所 ０１７９－２３－３６２５ 

※ 電話での相談にも応じています. 

 ５ 相談員  指導主事が相談に応じます. 

 ６ 留意点 ・相談はお子さんのことを中心に、どのようなことでも
構いません. 

       ・話した内容で不利益が生じることはありません. 

       ・上記時間でご都合がつかない場合は調整いたしますの
で、ご連絡ください. 

            


